
市県民税申告は正しくお早めに！市県民税申告は正しくお早めに！

申告期間は申告期間は 2月 16日2月 16日からから

3月 15日3月 15日までまで
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た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告

を
す
る
方
や
、
給
与
所
得
者
で
年

末
調
整
が
正
し
く
済
ま
さ
れ
、
そ

の
他
に
所
得
が
な
い
方
は
申
告
す

る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先

市
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

税
務
課
市
民
税
係
（
窓
口
⑨
）

　
　
　
　
　

☎
㉒
２
２
１
８

　

確
定
申
告
を
左
記
の
と
お
り
行

い
ま
す
。
期
間
中
下
田
税
務
署
で

は
確
定
申
告
の
相
談
は
行
っ
て
い

ま
せ
ん
。

期
間　

２
月
16
日
（
木
）
～

３
月
15
日
（
水
）（
土
日
除
く
）

受
付
時
間　

９
時
～
17
時

場
所　

市
民
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

　
　
　

第
１
会
議
室

※

混
雑
の
状
況
に
よ
り
、
案
内
を

　

早
め
に
終
了
す
る
場
合
が
あ
り

　

ま
す
。

※

会
場
で
は
電
子
申
告
（
e-

Ｔ
Ａ

　

Ｘ
）
に
よ
る
申
告
相
談
を
行
っ

　

て
い
ま
す
。
税
務
署
か
ら
送
ら

　

れ
た
ハ
ガ
キ
又
は
封
書
、
そ
の

　

他
昨
年
以
前
に
申
告
会
場
で
お

　

渡
し
し
た
茶
色
又
は
緑
色
の
重

　

要
書
類
と
書
か
れ
た
封
筒
を
お

　

持
ち
の
方
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

れ
ま
す
。
収
支
内
訳
書
、
医
療
費

控
除
は
、
計
算
を
事
前
に
済
ま
せ

お
い
て
く
だ
さ
い
。

　　

平
成
29
年
１
月
１
日
に
市
内
に

住
ん
で
い
た
方
は
原
則
と
し
て
申

告
が
必
要
で
す
。
平
成
28
年
中
に

所
得
が
な
か
っ
た
方
、
遺
族
年
金

や
障
害
年
金
な
ど
非
課
税
所
得
の

み
の
方
も
、
非
課
税
証
明
書
の
発

行
や
、
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定

を
す
る
際
の
基
礎
資
料
と
な
り
ま

す
の
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い

　

平
成
29
年
度
（
平
成
28
年
中
の

所
得
に
対
す
る
）
市
県
民
税
の
申

告
は
２
月
16
日
（
木
）
か
ら
３
月

15
日
（
水
）
ま
で
（
土
日
を
除
く
。）

の
９
時
か
ら
16
時
ま
で
、
市
役
所

２
階
大
会
議
室
で
受
け
付
け
ま
す
。

　

ま
た
、
各
地
区
で
も
受
け
付
け

ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い

（
日
程
に
つ
い
て
は
２
月
号
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
）。

　

申
告
期
間
中
は
混
雑
し
、
待
ち

時
間
が
長
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ

以
降
の
確
定
申
告
会
場
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

日
時 
２
月
14
日（
火
）、
15
日（
水
）

受
付
時
間　

９
時
～
正
午

　
　
　
　
　

13
時
～
16
時

場
所　

市
民
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

　
　
　

第
１
会
議
室

持
ち
物

　

平
成
28
年
分
の
公
的
年
金
等
の

源
泉
徴
収
票
、
各
種
控
除
の
証
明

書
・
領
収
書
、
印
鑑
、
電
卓
、
筆

記
用
具
、
金
融
機
関
の
預
貯
金
口

座
の
わ
か
る
も
の
（
本
人
名
義
の

も
の
）、「
平
成
28
年
分
確
定
申
告

の
お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
又
は
封
書
若

し
く
は
「
平
成
28
年
分
の
所
得
税

及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申

告
書
」
等

※

平
成
28
年
分
以
降
の
申
告
書
に

　

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

　

の
記
載
が
必
要
で
あ
る
と
と
も

　

に
、
申
告
さ
れ
る
ご
本
人
の
本

　

人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
写
し

　

の
添
付
が
必
要
で
す
。

【
本
人
確
認
を
行
う
と
き
に

　
　
　
　

  

使
用
す
る
書
類
の
例
】

例
１　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

例
２　

通
知
カ
ー
ド
＋
運
転
免
許

証
、
公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者

証
な
ど

問
合
せ
先

所
得
税
の
確
定
申
告
に
つ
い
て
は

下
田
税
務
署　
　

☎
㉒
０
１
８
５

期
間

２
月
16
日
（
木
）
～
23
日
（
木
）

※

土
日
除
く

受
付
時
間　

９
時
30
分
～
正
午

　
　
　
　
　

13
時
～
16
時

場
所　

市
民
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

　
　
　

第
２
会
議
室

そ
の
他

　

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

・
贈
与
税
の
申
告
と
納
税
の
期
限

は
３
月
15
日
（
水
）
ま
で
で
す
。

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告

と
納
税
の
期
限
は
３
月
31
日（
金
）

ま
で
で
す
。

　

譲
渡
所
得
（
株
式
及
び
土
地
建

物
等
の
売
却
に
よ
る
所
得
）
及
び

贈
与
税
の
申
告
相
談
は
市
民
ス
ポ

ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
み
で
行
っ
て
い

ま
す
。

　

収
入
が
年
金
の
み
の
方
を
対
象

と
し
た
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

公
的
年
金
の
ほ
か
に
、
事
業
収

入
や
不
動
産
収
入
、
譲
渡
収
入
な

ど
が
あ
る
方
は
、
２
月
16
日
（
木
）

○
申
告
の
前
に
ご
準
備
を

○
申
告
が
必
要
な
方

下
田
税
務
署
か
ら

　

所
得
税
の
確
定
申
告
等
の

　
　
　
　
　
　
　

お
し
ら
せ

無
料
税
務
相
談
所

年
金
受
給
者
の

　

皆
さ
ま
向
け
所
得
税
の

　
　
　

確
定
申
告
説
明
会

市県民税申告は正しくお早めに！

申告期間は 2月 16日から

3月 15日まで

 

「
し
ず
お
か
子
育
て
優
待
カ
ー
ド
」

が
新
し
く
な
り
ま
し
た
（
全
国
共

通
マ
ー
ク
が
入
り
ま
し
た
）。

　　

カ
ー
ド
の
裏
面
に
お
子
さ
ん
の

氏
名
、
生
年
月
日
を
記
入
し
て
ご

使
用
く
だ
さ
い
。
18
歳
未
満
の
子

ど
も
を
同
伴
し
た
保
護
者
又
は
妊

娠
中
の
方
が
、
優
待
カ
ー
ド
を
協

賛
店
舗
・
協
賛
施
設
で
提
示
（
妊

娠
中
の
方
に
つ
い
て
は
、
併
せ
て

母
子
手
帳
の
提
示
）
が
必
要
で
す
。

　

協
賛
店
舗
側
の
判
断
に
よ
り
、

子
ど
も
同
伴
で
な
く
て
も
利
用
が

可
能
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

古
い
カ
ー
ド
は
県
外
に
お
い
て

は
平
成
29
年
３
月
末
を
も
っ
て
使

用
不
可
と
な
り
ま
す
。
新
し
い
カ

ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
福
祉

事
務
所
（
窓
口
⑥
）
に
て
配
布
い

た
し
ま
す
。

　

入
園
料
割
引
、
商
品
５
％
引
き
、

飲
食
代
10
％
引
き
、
サ
ー
ビ
ス
シ

ー
ル
２
倍
、
ポ
イ
ン
ト
２
倍
、
お

子
さ
ん
に
ド
リ
ン
ク
サ
ー
ビ
ス
、

グ
ッ
ズ
プ
レ
ゼ
ン
ト
な
ど
カ
ー
ド

を
提
示
す
る
と
様
々
な
場
で
優
待

が
受
け
ら
れ
ま
す
（
県
内
全
域
の

一
例
で
す
）。

※

平
成
29
年
４
月
以
降
に
従
来
の

　

カ
ー
ド
を
使
う
場
合
、
県
内
の

　

店
舗
・
施
設
で
は
引
き
続
き
応

　

援
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
す

　

が
、
県
外
の
店
舗
・
施
設
で
は

　

サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な
く
な

　

り
ま
す
。
従
来
の
カ
ー
ド
を
使

　

っ
て
県
外
の
店
舗
・
施
設
で
サ

　

ー
ビ
ス
を
受
け
る
に
は
、
従
来

　

の
カ
ー
ド
と
一
緒
に
全
国
共
通

　

マ
ー
ク
（
デ
ジ
タ
ル
パ
ス
ポ
ー

　

ト
）
の
提
示
が
必
要
で
す
。

問
合
せ
先

福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

　
　
　

（
窓
口
⑥
）☎
㉒
２
２
１
６

製
品
や
事
業
所
か
ら
排
出
さ
れ
た

も
の
は
回
収
で
き
ま
せ
ん
。）　

回
収
ボ
ッ
ク
ス
設
置
場
所

下
田
市
役
所
西
館
玄
関
ロ
ビ
ー
内

※

回
収
費
用
は
無
料
で
す
。

回
収
時
間

平
日
の
８
時
45
分
～
17
時
15
分

注
意
事
項

・
個
人
情
報
は
必
ず
消
去
し
て
く

　

だ
さ
い
。

・
電
池
や
用
紙
な
ど
の
消
耗
品
は

　

取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。

・
一
度
、
回
収
ボ
ッ
ク
ス
に
入
れ

　

た
も
の
は
取
り
出
せ
ま
せ
ん
。

回
収
で
き
な
い
家
電　

電
球
、
蛍

光
灯
、
電
池
、
バ
ッ
テ
リ
ー
、
石

油
を
使
用
す
る
製
品
、
家
電
リ
サ

イ
ク
ル
対
象
品
目
（
エ
ア
コ
ン
、

テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
、
冷
凍
庫
、
洗

濯
機
・
衣
類
乾
燥
機
）、
電
気
毛
布
、

電
気
カ
ー
ペ
ッ
ト
等

　

小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
の
一
環

と
し
て
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
回

収
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

●
宅
配
回
収

　

リ
ネ
ッ
ト
ジ
ャ
パ
ン
（
株
）
が
、

宅
配
便
を
活
用
し
た
回
収
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

年
中
無
休
・
希
望
日
時
に
ご
家

庭
を
訪
問
し
、
回
収
し
ま
す
。

※

宅
配
回
収
は
有
料
で
す
。
申
し

　

込
み
方
法
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　

の
み
で
す
。
回
収
品
目
や
申
し

　

込
み
方
法
な
ど
詳
し
く
は
リ
ネ

　

ッ
ト
ジ
ャ
パ
ン
（
株
）
の
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
店
頭
回
収

　

認
定
事
業
者
で
あ
る
（
株
）
イ

ー
・
ア
ー
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
が
、
委

託
先
で
あ
る
（
株
）
エ
デ
ィ
オ
ン

直
営
店
で
の
回
収
を
実
施
し
て
い

ま
す
（
下
田
市
内
に
は
、
エ
デ
ィ

オ
ン
下
田
店
が
あ
り
ま
す
）。

※

回
収
ボ
ッ
ク
ス
方
式
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
回
収
に
当
た
っ
て
は
有

料
の
品
目
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

環
境
対
策
課
清
掃
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉒
６
６
８
６

民
間
事
業
者
に
よ
る

　
　

小
型
家
電
回
収

　
　

（
有
料
・
一
部
無
料
）

し
ず
お
か
子
育
て

　

優
待
カ
ー
ド
に
つ
い
て

○
こ
ん
な
優
待
が
あ
り
ま
す

○
利
用
方
法

　

市
で
は
、
貴
重
な
資
源
の
再
利

用
の
た
め
、
使
用
済
小
型
家
電
の

リ
サ
イ
ク
ル
を
始
め
ま
し
た
。

　

小
型
家
電
に
は
、
鉄
、
ア
ル
ミ
、

金
、
銀
、
銅
、
レ
ア
メ
タ
ル
と
い

っ
た
有
用
な
金
属
が
含
ま
れ
て
い

て
、
市
で
回
収
し
た
小
型
家
電
は
、

国
の
認
定
を
受
け
た
認
定
事
業
者

に
引
渡
さ
れ
、
資
源
と
し
て
再
生

さ
れ
ま
す
。

回
収
す
る
も
の

　

家
庭
の
電
気
・
電
池
で
動
く
家

電
製
品
で
、
回
収
ボ
ッ
ク
ス
の
投

入
口
（
横
30
ｃ
ｍ×

縦
14
ｃ
ｍ
）

に
入
る
も
の
が
対
象
で
す
。

（
例
）
携
帯
電
話
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
、
ゲ
ー
ム
機
、
携
帯
音
楽
プ
レ

ー
ヤ
ー
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
、
フ

ィ
ル
ム
カ
メ
ラ
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
型

端
末
、
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
、
マ
ウ

ス
、
キ
ー
ボ
ー
ド
等
（※

一
部
の

小型家電リサイクルに
ご協力ください

子どもと一緒に出かけよう！
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